
第 57号議案 

 

市の境界変更について 

 

 

 県営耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業（小富士地区 2工区ほ場整備）の施行

に伴い、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 7条第 1項の規定により、竹田市と

豊後大野市との境界を次のとおり変更することを大分県知事に申請するものとする。 

 

令和元年 6月 17日 提出 

                 豊後大野市長 川 野 文 敏    

 

 

 

境界変更調書 

 

(1) 竹田市から豊後大野市へ編入する区域 

竹田市大字片ヶ瀬字前平 1881の一部、1882 の一部、字梶ヶ迫 1954 の 

1、1955、1959の 2、1974の 1及びこれらの区域に隣接介在する道路、水 

路である公有地の全部並びに字前平 1884の 2の地先の水路である公有地 

の一部 

 

(2) 豊後大野市から竹田市へ編入する区域 

豊後大野市緒方町片ヶ瀬字小野 1680の 2、1687の 2、1688、1689 の 2、 

1697の 2、1698の 2、1698の 3、字二反田 1911、1912の 3、1913 の 3、 

1914の一部、1915の一部、1916の 2の一部及びこれらの区域に介在する 

道路である公有地の全部 

 

現況表 

 

現在の面積 

境界変更に伴う増減  

境界変更後の面積 
増 減 差引 

603.14 

平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

3,982 

平方ﾒｰﾄﾙ 

3,982 

平方ﾒｰﾄﾙ 

0 

平方ﾒｰﾄﾙ 

603.14 

平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ 

 

 


